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この度の公開質問状に対して見解を示させていただきます。 

公開質問状に対しては、その性質上回答を要する義務はございませんので、当

会といたしましては、このような形式での個別の質問に対してお答えは差し控

えさせていただきます。 

公開質問とは、第 3 者を含めた多くの人に新聞や雑誌、SNS 等で意図的に広

く公開し、特定の対象に宛てられる文書になります。 

公益社団法人日本 PTA 全国協議会の会員資格を有する、「さいたま市 PTA

協議会」があえて公開質問をする目的が理解し難く、63 協議会の会員をはじめ、

協議会内の皆様を困惑させ、不安を増長させるような行動は容認できないもの

です。 

それぞれのブロックにおいて、ブロック長またはブロック選出理事を通じて

ご意見をいただいたことに関しては真摯に対応させていただきます。 

当会の組織運営としてのガバナンスをご理解いただき、適正な行動をしてい

ただきますようお願いいたします。 


